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特別展 

幕末ゴールドラッシュ 

―安政の五カ国条約と金貨流出一 

2008 年 11 月 11 日（火）～2009 年 3 月 8 日(日） 

The Gold Rush in the Closing Days of the Tokugawa Shogunate 
 

はじめに 

2008 年は日 本で最 初の通 商 条 約である「安 政の五カ国 条 約」が 1858 年に締 結されてから 150 年 目

にあたります。同 条 約 とそれに基 づく翌 年 の開 港 により、海 外 の銀 貨 と引 替 に日 本 から大 量 の金 貨 が

流 出し、日 本の貨 幣 制 度は大 きな変 質を余 儀 なくされます。 

こうした当 時 の日 本 の社 会や貨 幣 制 度を当 館 の所 蔵 資 料 からご紹 介 します。 

 

 
1858 年、日本とアメリカ・イギリス・ロシア・オランダ・フランス５カ国との間に修好通 商条

約 が結 ばれ、翌 年 、箱 館 ・横 浜 ・長 崎 の３港 で貿 易 がはじまりました。この条 約 によって
日 本 と外 国 の貨 幣は、金 貨 と金 貨 、銀 貨 と銀 貨はそれぞれ同じ重 さで通 用 することが定
まりました。日 本 は金 が銀 に対 して海 外 よりも大 幅 に割 安 であったことから、海 外 の銀 貨
と引替に日 本の金貨が大量に海外 へ流出しました。 

その頃、海 外では金 鉱 の発 見からゴールドラッシュを迎え、アメリカやヨーロッパでは金
貨 を中 心 的 な貨 幣 とする動 きが高 まっていました。安 く金 を手 に入 れたい外 国 と流 出 を
くいとめたい日本、開港 が日本社会 や貨幣制度 へ及ぼした影響をみていきます。 

  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

展示資料
①開港当時の世界

資料名 年代（製造・発行年）

〈ｲｷﾞﾘｽ〉  1ソブリン金貨 1817-20年製造(1817年銘）

〈ｲｷﾞﾘｽ〉　1/2ソブリン(ﾎﾟﾝﾄﾞ)金貨 1838-86年製造（1880年銘)

〈ｲｷﾞﾘｽ〉  1ソブリン(ﾎﾟﾝﾄﾞ)金貨 1838-74年製造（1864年銘)

〈ﾌﾗﾝｽ〉  20フラン金貨 1852-60年製造(1853年銘)

〈ﾌﾗﾝｽ〉  50フラン金貨 1855-60年製造(1858年銘)

〈ﾌﾗﾝｽ〉  100フラン金貨 1855-60年製造(1857年銘)

〈ｱﾒﾘｶ〉　1ドル金貨 1854-89年製造(1862年銘)

〈ｱﾒﾘｶ〉　2 1/2ドル金貨 1840-1907年製造(1854年銘)

〈ｱﾒﾘｶ〉　3ドル金貨 1854-89年製造(1878年銘)

〈ｱﾒﾘｶ〉　50ドル金貨〈私鋳金貨〉 1855年製造(1855年銘)

〈ｱﾒﾘｶ〉　3セント銀貨 1851-53年製造(1853年銘)

メキシコ銀貨〈洋銀〉 19世紀

〈ｵﾗﾝﾀﾞ領東ｲﾝﾄﾞ〉　1/10グルデン銀貨 1854年-?製造(1858年銘)

〈ｵﾗﾝﾀﾞ領東ｲﾝﾄﾞ〉　1/4グルデン銀貨 1854年-?製造(1882年銘)

〈ｲﾝﾄﾞ〉　マドラス州1ルピー銀貨 1758-1818年製造

〈ｲﾝﾄﾞ〉　ベンガル州1ルピー銀貨 1803-35年製造

〈ｲﾝﾄﾞ〉　ムガル朝1ルピー銀貨 19世紀

〈ｲﾝﾄﾞ〉　各州共通1ルピー銀貨 1840年-同年製造

〈中国〉　馬蹄銀 19世紀(清代)

〈中国〉　足紋銀餅 19世紀(清代)

〈中国〉　足紋通行府庫軍餉銀貨 19世紀(清代)

〈中国〉　上海足紋一両銀貨 19世紀(1856〈咸豊6〉年銘)

②開港前夜の日本

天保小判 1837(天保8)年8月-1858年製造

天保一分金 1837(天保8)年8月-1858年製造

天保二朱金 1832(天保3)年9月-1858年製造

安政二分金 1856(安政3)年6月-1860年製造

嘉永一朱銀 1854(嘉永6)年12月-1865年製造

明和南鐐二朱銀 1772(明和9)年7月-1824年製造

文政南鐐二朱銀 1824(文政7)年2月-1830年製造

文政南鐐一朱銀 1829(文政12)年6月-1837年製造

天保丁銀 1837(天保8)年11月-1858年製造

天保豆板銀 1837(天保8)年11月-1858年製造

メキシコ銀〈洋銀〉 19世紀

魯西亜国條約並税則〈ﾛｼｱ〉 19世紀

仏蘭西国條約並税則〈ﾌﾗﾝｽ〉 19世紀

亜墨利加国條約並税則〈ｱﾒﾘｶ〉 19世紀

③開港後の幣制の混乱１　～日本の施策と挫折～

資料名 年代（製造・発行年）

安政二朱銀 1859(安政6)年5月-同年製造

安政小判 1859(安政6)年5月-同年製造

安政一分金 1859(安政6)年5月-同年製造

メキシコ銀貨〈洋銀〉 19世紀

天保一分銀 1837(天保8)年10月-1854年製造

安政一分銀 1859(安政6)年8月-1868年製造

改三分定極印付メキシコ銀貨 極印打1859年(安政6)12月-1860年5月

御触書 1859（安政6）年11月

④開港後の幣制の混乱２　～金貨流出を防げ！～

メキシコ銀〈洋銀〉 19世紀

天保一分銀 1837(天保8)年10月-1854年製造

天保小判 1837(天保8)年8月-1858年製造

万延小判 1860(万延元)年4月-1867年製造

万延一分金 1860(万延元)年4月-1864年製造

万延二朱金 1860(万延元)年4月-1863年製造

万延二分金 1860(万延元)年4月-1869年製造

古金歩増勘定早見　 1860(万延元)年4月

〈壁面〉　幕末から明治初期にかけての貨幣にまつわる資料

御触書之写 1859〈安政6〉年

東海道神奈川在横浜　御貿易場 19世紀(1859〈安政6〉年頃)

外国貨幣に関する説明書〈フランス〉 19世紀

外国貨幣に関する説明書〈イギリス・ロシア〉 19世紀

外国五カ国通用銀銭正図 19世紀

メキシコ銀貨品位量目表 19世紀

各国銅銭表 19世紀

横浜港崎廓岩亀楼異人遊興之図 19世紀(1861〈文久元〉年)

横濱繁栄之図 1865(慶応元)年　

賣買大合戦 1861(文久元)年

*展示期間中、一部の資料につきまして展示替を行います。

 1 



≪江戸時代の貨幣制度≫～基礎知識～ 
 

江 戸 時 代 には、金 貨 、銀 貨 、銅 貨 の３種 類 の貨 幣 が使 われていました（三 貨 制 度 ）。金 貨 は小 判 1 枚 を一 両 とし、それ以

下 は１個 が４進 法 の単 位 （分 ・朱 ）の整 数 倍 である計 数 貨 幣 、銀 貨 は重 さがそのまま貨 幣 としての価 値 である秤 量 貨 幣 、銭

（銅 貨 ）は 1 個 が 1 文 である計 数 貨 幣 として存 在 し、それぞれその時 々の相 場 によって交 換 が行 われました。 

 
 
 
 

三貨制度の体系図  
 

１両＝４分＝１６朱 
金 単 位 の銀 貨  
（計 数 銀 貨 ） 幕 末 の貨 幣 制 度 です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
≪幕末日本と貨幣政策≫ 
 
 
将 軍 / 西 暦 /和暦  /月 日 /            日 本 の 貨 幣 関連 事 項  

1848（ｱﾒﾘｶ） 

ｶﾘﾌｫﾙﾆｱで金 鉱 発 見  

1849-1880（ｱﾒﾘｶ）  

  ゴールドラッシュ 

1851（ｵｰｽﾄﾗﾘｱ）金 鉱 発 見

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1858-59（日 本 ）安 政 の大 獄  

1860 . 3（日 本 ）桜 田 門 外 の変  
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≪  展示のご紹介≫ 
注）画像は原寸大ではありません。  

■開港当時の世界 ■開港当時の世界 
日 本 が開 港 する以 前 、世 界 では 1840 年 代 後 半 からアメリカやロシア、オーストラリアなどで金 鉱 が発 見 され、ゴールドラッシュ

を迎 え、金 貨 が増 産 されました。1859 年 日 本 が開 港 しようとしていた頃 、イギリスはすでに金 本 位 制 をとり、その他 のヨーロッパ、
アメリカでも実 質 的 に金 貨 が中 心 的 な貨 幣 へと移 行 しつつある時 代 でした。一 方 、中 国 やインド国 内 では金 貨 よりむしろ銀 貨 が
中 心 で、欧 米 諸 国 がアジア諸 国 と貿 易 する際 には銀 貨 で支 払 いました。 

日 本 が開 港 する以 前 、世 界 では 1840 年 代 後 半 からアメリカやロシア、オーストラリアなどで金 鉱 が発 見 され、ゴールドラッシュ
を迎 え、金 貨 が増 産 されました。1859 年 日 本 が開 港 しようとしていた頃 、イギリスはすでに金 本 位 制 をとり、その他 のヨーロッパ、
アメリカでも実 質 的 に金 貨 が中 心 的 な貨 幣 へと移 行 しつつある時 代 でした。一 方 、中 国 やインド国 内 では金 貨 よりむしろ銀 貨 が
中 心 で、欧 米 諸 国 がアジア諸 国 と貿 易 する際 には銀 貨 で支 払 いました。 

●ヨーロッパ・アメリカの金 貨 ●ヨーロッパ・アメリカの金 貨 

  イギリスは、世 界 に先 立 って 17 世 紀 後 半 か
ら金 貨 を中 心 とした貨 幣 制 度 （金 本 位 制 ）を
採 用 しました。   

  

  

        

 

フランスでは、金 貨 と銀 貨 を併 用 する金 銀
複 本 位 制 を採 用 していました。19 世 紀 半 ば
以 降 、世 界 的 な金 の増 産 から、フランスは多
量 の金 を輸 入 し、1850 年 代 には国 内 で新 た
な金 貨 が製 造 されました。 

アメリカでは、金 銀 複 本 位 制 を採 用 していましたが、1848
年 のカリフォルニアでの金 鉱 発 見 からゴールドラッシュが起
こり、アメリカ国 内 で金 貨 の増 産 が進 められました。 

  

  
50 ドル金 貨 （私 鋳 金 貨 ） 1855 年 製 造 （1855 年 銘 ） 

  

  

1853 年 に は 補 助
貨 鋳 造 法 が 制 定 さ
れ 、 銀 貨 が 補 助 貨 幣
と な っ た こ と で 実 質 的
に金 貨 が貨 幣 の中 心
となりました。 

  

ゴールドラッシュの頃 に民 間 でつくられた金 貨 で、製 造
当 時 の素 材 とした金 の実 質 価 額 が記 されています。 

 

3 セント銀 貨  1851-1853 年 製 造 （1853 年 銘 ） 

１ｿﾌ ﾞﾘﾝ（ﾎ ﾟﾝﾄ ﾞ）金 貨  1838-74 年 製 造 （1864 年 銘 ） 

  

  

  
20 フラン金 貨  1852-60 年 製 造  （1853 年 銘 ） 

  

 ●アジアの銀 貨  ●アジアの銀 貨 

  

  

  

  

  

  

  

【貿易で使われた銀貨】 

【アジア各国内で使われた銀貨】 

メキシコ銀 貨 「洋 銀 」（「墨 銀 」） 日 本 が 1858（安 政 5）年 に欧 米 との
修 好 条 約 締 結 後 、 多 く の 外 国 の 銀 貨
「洋 銀 」が入 ってきました。そのなかで中
心 的 なものがこのメキシコ銀 貨 でした。

16 世 紀 当 時 のスペイン領 であっ
た メ キ シ コ で 製 造 が 開 始 さ れ ま し
た 。 そ の 後 、 数 世 紀 に わ た り 純 分
量 が変 わらず安 定 した通 貨 で、東
アジアを 中 心 に国 際 通 貨 と しての
役 割 を果 たしました。 

メキシコ銀 貨 「洋 銀 」（「墨 銀 」） 

重 量  約 27ｇ（7 . 2 匁 ） 品 位 89 .9%  

オランダ領 東 インドはジャワ島 、スマトラ島 な
どを含 む現 在 のインドネシアの地 域 です。こ
こでは 1854 年 に貨 幣 法 が制 定 され、オラン
ダ本 国 のグルデン銀 貨 を中 心 とした貨 幣 制
度 （銀 本 位 制 ）を採 用 しました。 

インドは最 後 のイスラム王 朝 となるムガル王 朝 （1526-1858）
の衰 退 時 期 で、イギリス東 インド会 社 によって支 配 されていまし
た。イギリス東 インド会 社 は、1835 年 に各 地 域 で不 統 一 であっ
た貨 幣 を統 一 し、新 たにイギリス東 インド会 社 発 行 の銀 貨 に基
づいた貨 幣 制 度 （銀 本 位 制 ）を採 用 しました。 

      

  

  

  

  

  1/10 グルデン銀 貨  

1854-？年 製 造  

1/4 グルデン銀 貨  

  

  中 国 （清 朝 ）では銀 貨 を秤 量 して取 引 する
ことが一 般 的 で、「馬 蹄 銀 」（元 宝 銀 ）とよば
れる銀 を使 用 しました。しかし、外 国 からもた
らされた銀 貨 の影 響 もあり、中 国 国 内 でも金
属 板 を打 ち抜 き、紋 様 を打 刻 した洋 式 銀 貨
の鋳 造 が開 始 されました。これにより従 来 から
の秤 量 銀 貨 と大 きさ・重 量 などがある程 度 画
一 的 な洋 式 銀 貨 が併 用 されていきました。 

（1858 年 銘 ） 

1854-？年 製 造  

（1882 年 銘 ） 

マドラス州 1 ルピー銀 貨

1758-1818 年 製 造  

各 州 共 通 1 ルピー銀 貨  

1840-同 年 製 造  

馬 蹄 銀  

秤 量 銀 貨 清 朝 洋 式 銀 貨  

国 家 か ら 銀 餅 の 発 行
を認 められた金 融 機 関 で
つ く ら れ た 銀 貨 で す 。 標
準 貨 幣 で あ っ た 洋 銀 の
不 足 か ら 上 海 の 経 済 が
混 乱 した際 、つくられたも
のと考 えられます。19 世 紀 (清 代 ) 

上 海 足 紋 一 両 銀 貨  

19 世 紀 (清 代 ) 

 

 3 



■開港前夜の日本 
●開 港 前 に使われていた主な金 銀 貨 ―実 質 金 本 位 制 の日 本― 

銀 貨 中 心 の東 アジアの中 で、日 本 は実 質 金 本 位 制 になっていました。 
江 戸 時 代 は「三 貨 制 度 」（p.2 参 照 ）の時 代 として知 られていますが、明 和  

南 鐐 二 朱 銀 の発 行 （1772 年 ）以 降 、幕 府 は銀 貨 の計 数 貨 幣 化 を進 め、 
銀 貨 を実 質 的 には金 貨 の補 助 貨 幣 として発 行 し、それが徐 々に浸 透 して 
いきました。 

 
・開 港 前 に使 われていた金 貨  

 天 保 の改 鋳 の主 な目 的 は幕 府 財 政 の赤 字 を補 うた
めでした。品 位 の高 い小 判 ・一 分 金 は主 に儀 礼 や蓄
蔵 用 となり、品 位 の低 いその他 の計 数 金 銀 貨 が支 払
手 段 として広 く流 通 しました。 

 
天 保 一 分 金  

1837 (天 保 8)年 発 行  
品 位 57%  

天 保 小 判  天 保 二 朱 金  
1832 (天 保 3)年 発 行  

品 位 29%  

 1837 (天 保 8)年 発 行  
品 位 57%   

 
・金 単 位 の銀 貨  －計 数 銀 貨 の普 及 － 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

●不 平 等 条 約の締 結 

当 時 、金 銀 の交 換 比 率 は日 本 では 1：5、外 国 では 1：15 でした。この差 が、開 港 後 に金 の流 出 をもたらすことになります。 
 

・日 米 和 親 条 約 下 の取 り決 め 洋 銀 1 ドル＝一 分 から三 分 へ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ・貨 幣 条 項  －安 政 の通 商 条 約 の締 結 － 
 

 

 

 

 
 
 

18 世 紀 後 半 か ら 発 行 さ れ は じ
め、19 世 紀 前 半 に本 格 化 した金
単 位 の計 数 銀 貨 （金 代 わり通 用 の
銀 )は、幕 府 による積 極 的 な貸 付 な
ど流 通 促 進 策 により全 国 的 に流 通
するようになります。 

これらは極 印 （幕 府 による保 証 ）を
打 つことで、素 材 価 値 に比 べて高
い 額 で 通 用 さ せま し た 。 実 質 的 に
は金 貨 の補 助 貨 幣 ※ でした。 

※ 補 助 貨 幣 ： 本 位 貨 幣 の 補 助 と し て 小 額
取 引 に 用 い ら れ る 法 貨 で 、 一 般 に は
額 面 価 値 より素 材 価 値 を低 くします。 

＜幕 府 が計 数 銀 貨 を発 行 した主 な背 景 ＞ 

初 期 の計 数 銀 貨  

これ ら の 金 単 位 計
数 銀 貨 が 徐 々 に 浸
透 したことにより、秤
量 銀 貨 （ 丁 銀 ・ 豆
板 銀 ） はほ とん ど 流
通 しなくなりました。

－金 貨 本 位 制 への土 台 を築 いた金 単 位 の銀 貨 －

明 和 南 鐐 二 朱 銀  
1772 (明 和 9)年 発 行  

品 位 98%  

天 保 一 分 銀
1837 (天 保 8)年 発 行  

品 位 99%  

この銀 貨 は大 量 （2000 万 両 弱 ）に
発 行 されました。 

開 港 時 にも広 く流 通 していていた
ことが、後 に金 貨 流 出 防 止 策 として
発 行 された安 政 二 朱 銀 の失 敗 の背
景 となりました。 

 
・定 量 、定 型 化 の利 便 性 （利 用 時 に重 量 を計 る必 要 がない）   ・財 政 難 の幕 府 財 源 （素 材 価 値 以 上 で通 用 させ差 益 を得 る）
・不 足 していた貨 幣 供 給 量 を満 たす                  ・幕 府 の決 めた価 値 で流 通 させることで威 信 を示 す 

＝

＝ 

ペリー来 航 により 1854 年 日 米 和 親 条 約 が締 結 され、そ
の後 の日 米 会 談 においてドル銀 貨 の品 位 をもとに、日 本
の純 銀 買 上 価 格 に基 づき算 定 し、洋 銀 1 ドル（1 枚 ）＝一
分 銀 1 枚 とする旨 が定 められました。 

ハリスとの取 り決 め（下 田 協 約 ）  1857 年  
 
1856 年 に着 任 したアメリカ初 代 駐 日 総 領 事 ハリスは「同

種 同 量 の原 則 」※を主 張 し、洋 銀 1 ドル＝一 分 銀 3 枚 と
なりました。 

※ 種 類 が 同 じ で あ れ ば そ の 品 位 に 関 係 な く 、 同 じ 重 さ の
貨 幣 と交 換 できるというもの。 

 
この主 張 は、当 時 の日 本 が事 実 上 金 本 位 で、一 分 銀 が

素 材 価 値 の約 2 倍 で通 用 する実 質 的 な補 助 貨 幣 であっ
た（また銀 地 金 自 体 欧 米 よりも金 地 金 に対 する比 価 が高
かった）にも関 わらず、素 材 価 値 をベースに通 用 する本 位
貨 幣 であった洋 銀 と同 列 に扱 うというものでした。 

亜米利加人持来るところの貨幣を計算するには、日本金
一分或は銀一分を、日本分銅の正きを以て、金は金、銀
は銀と秤し、亜米利加貨幣の量目を定め然して後、吹替
入費の為、六分 *丈の余分を日本人に渡すべし。 *6% 

＜下 田 協 約 のうち貨 幣 関 係 条 文 ＞ 

＜貨 幣 条 項 の要 旨 ＞ 
１．すべての外 国 貨 幣 は日 本 において

流 通 し、同 種 類 の日 本 貨 幣 の同 量
を以 て通 用 すること 

２．両 国 人 は支 払 いに日 本 および外 国
の貨 幣 を自 由 に用 いてよいこと 

３ ． 日本人が外国貨幣に慣れるまで時間
を要するであろうため、開港後 1 年間は
日本政府がアメリカ人の持っている貨
幣と引替に日本貨幣を渡すこと 

４．銅 銭 を除 く日 本 貨 幣 および外 国 金
銀 を日 本 より輸 出 できること 

1858（安 政 5）年 江 戸 幕 府 はアメリカ、
オランダ、ロシア、イギリス、フランスの五 カ
国 との間 に修 好 通 商 条 約 を締 結 します。
一 般 にも不 平 等 条 約 として知 られていま
すが、貨 幣 についても日 本 にとって不 利
な条 約 となりました。 

日 本 側 がこの条 約 を成 立 させたのは、
後 の二 朱 銀 発 行 計 画 を秘 めていたため
とも言 われています。 

「亜 墨 利 加 （アメリカ）国 条 約 並 税 則 」

 （表 紙 ：フランス、ロシア） 

イギリス初 代 駐 日 公 使 オールコックの回 想  
 

オールコックは後 に「ヨーロッパ各 国 間 の通 商 の国 際 的 原 則 からすれば変 則 的 であり、本 質 的 に誤 っており、悪 しきものである」と述 べ
ています。また、「外 国 人 の干 渉 によって、一 国 の貨 幣 制 度 がこれほど突 然 に、またはげしく混 乱 したことは、近 代 においてはその先 例 を
見 ない。･･･ところが日 本 の場 合 には、通 貨 の価 値 は外 部 からの圧 力 によって、そして外 国 商 人 の利 益 のために、一 挙 に以 前 の３分 の１
に減 じられたのである。」とも述 べています。       ※ オ ー ルコ ッ ク 著 、 『 大 君 の 都 』 ( R . A l c o c k ,  T h e  C ap i t a l  o f  t h e  T y c o o n , 1 8 7 7 ) 、 岩 波 書 店 よ り  
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■開港後の幣制の混乱１～日本の施策と挫折～ 
●安政二朱 銀の発行と挫折 

 
開 港 日 （1859 年 6 月 2 日 ）の前 日 、幕 府 は金 の銀 に対 する比 価 が従 来 の約 ３倍 の１７にもなる安 政 二 朱 銀 を発 行 します。

これは前 年 の通 商 条 約 の貨 幣 条 項 により、小 判 が海 外 へ流 出 することを防 ぐために、日 本 の金 銀 比 価 を海 外 に近 づけ調 整
するものでした。しかし外 国 商 人 らに受 け取 りを忌 避 され、アメリカなどから激 しく反 対 を受 け、間 もなく通 用 停 止 となりました。 

 

 
日 本  水 野 忠 徳 の主 張   
金  1.8ｇ ＝1 ドル銀 貨 （洋 銀 ）1 枚  27g

＝安 政 二 朱 銀 2 枚  27g 
＝小 判 1/4 両 ＝金 約 1.8g 

幕 府 は洋 銀 の流 通 が滞 りがち
であった こと から、洋 銀 同 位 の銀
に よ る 安 政 一 分 銀 の 吹 増 （ 追 加
製 造 ）を行 うこと、洋 銀 を納 税 など
に用 いることもできること などを内
容 とする通 達 を出 し、流 通 促 進 を
図 りました。 

アメリカ ハリス等 の主 張  
金  1.8ｇ＝1 ドル銀 貨 （洋 銀 ）1 枚  27g 

＝一 分 銀 3 枚  26g 
＝小 判 3/4 両 ＝金 5g 

・開 港 直 前 に発 行 された貨 幣  

 

 

 

 

 
 
 
 

・安 政 二 朱 銀 を巡 る攻 防 ～日 本 の主 張 ・外 国 の主 張 ～ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

●ハリスの提言による政策 
安 政 二 朱 銀 発 行 の失 敗 後 、洋 銀 １ドル＝一 分 銀 3 枚 として、貿 易 が行 われます。 
貿 易 を促 進 したいアメリカ総 領 事 ハリスは様 々な政 策 提 言 を幕 府 に行 い、幕 府 はそれらを実 行 しました。 

 
・「改 三 分 定 」の極 印  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

・洋 銀 の流 通 促 進 のための法 令  

 

 

 

 

 

条 約 によって定 められた開 港 日 の
前 日 に、幕 府 は洋 銀 との交 換 用 に
「安 政 二 朱 銀 」を発 行 しました。 

同 種 同 量 の 原 則 に よ り 、 洋 銀 １ ド
ル＝安 政 二 朱 銀 2 枚 （＝一 分 ）と交
換 さ れる ことに な り まし た 。 この 安 政
二 朱 銀 に よ り 幕 府 は 、 金 貨 の 流 出
を防 げると考 えていました。 

幕 府 は 洋 銀 に 三 分 通
用 の極 印 を打 ち、洋 銀 を
そのまま日 本 国 内 に通 用
させることにしました。 

これもハリスの勧 告 を受
け 入 れ た も の で 、 日 本 と
の貿 易 を発 展 させたいア
メ リ カ の 思 惑 が あ り ま し
た。しかし実 際 にはあまり
流 通 しませんでした。 

安 政 二 朱 銀 と の
金 銀 比 価 を 1：17 と
なるように作 り、海 外
と 近 づ け る こ と で 金
貨 流 出 を 防 ご う と し
ました。 

当 初 、銀 座 役 人 に
よ り 「 改 三 分 」 の 極 印
が打 たれましたが、通
用 銀 に は 常 是 の 極
印 も あ る べ き だ と い う
ことになり、「改 三 分 」
の 極 印 の 後 に 常 是
役 人 に よ り 「 定 」 の 字
が 打 た れ ま し た 。 し か
し 1860 年 5 月 に町
相 場 通 用 となったこと
で 極 印 打 ち は 終 わ り
ました。 

安 政 二 朱 銀 に
失 敗 し た 幕 府 は 、
ハ リ ス の 提 案 を 背
景 に洋 銀 を原 材 料
と し て 、 洋 銀 引 替
用 の一 分 銀 を発 行
しました。 

品 位 は 洋 銀 と ほ
ぼ 同 じ で 、 天 保 一
分 銀 よりかなり低 品
位 でした。 

「洋 銀 」改 三 分 定  
1859（安 政 6）年 12 月 発 行

安 政 小 判  
1859 (安 政 6)年 6 月 発 行

品 位 57%  

安 政 一 分 金  
1859 (安 政 6)年 6 月 発 行  

品 位 57%  

安 政 二 朱 銀  
1859 (安 政 6)年 6 月 発 行  

品 位 85%  
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外 国 奉 行 兼 勘 定 奉 行 の水 野 忠 徳 の考 え 
  
洋 銀 1 ドルは二 朱 銀 2 枚 、つまり一 分 であるから、小 判 1

両 を得 るには洋 銀 4 ドルを必 要 とし、こうして得 た 1 両 を中 国
で売 っても 4 ドルにしかならないので、金 貨 流 出 は抑 えられる
と考 えていました。 

ハリスとオールコックの抗 議 と挫 折 の原 因  
 

（抗 議 の内 容 ） 
・安 政 二 朱 銀 が条 約 調 印 時 の貨 幣 ではない 
・外 国 人 との交 換 専 用 貨 幣 の鋳 造 は認 められない 

但 しこれらの主 張 は日 本 の貨 幣 大 権 を無 視 したものでした。 

安 政 二 朱 銀 発 行 の失 敗 の大 きな原 因 に、当 時 、天 保 一 分 銀 が大 量

に流 通 していたことが挙 げられます。天 保 一 分 銀 は、含 まれる純 銀 量 の

2 倍 の価 値 を幕 府 により与 えられた事 実 上 の補 助 貨 幣 に過 ぎません。

ただ外 見 上 、安 政 二 朱 銀 が、それより小 型 の天 保 一 分 銀 の半 分 の通

貨 価 値 しか持 たないということにより、ハリスらの猛 反 発 にあいました。 

天 保 一 分 金  
3 枚  

安 政 二 朱 銀  
2 枚  

 失敗 
幕 府 は安 政 二 朱 銀 を廃 止 し、洋 銀 １ドルを一 分 銀 3 枚 と交 換 すること

を布 告 しました。こうして安 政 二 朱 銀 は 3 週 間 の短 命 に終 わりました。 一 分  三 分  

安 政 一 分 銀  
1859 (安 政 6)年 8 月 発 行  

品 位 87%  

御 触 書  
 1859（安 政 6）年 11 月  
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■開港後の幣制の混乱２～金貨流出を防げ！～ 
開 港 後 、外 国 商 人 らによる金 貨 あさりの投 機 がおこり、日 本 からは多 量 の金 貨 が海 外 に流 出 しましたが、金 銀 比 価 を海 外 に

合 わせるために、重 さを約 1/3 に調 整 した金 貨 を発 行 することで、ようやく金 貨 流 出 は収 束 に向 かいました。 

●金 貨 の大 量 流 出  ～洋 銀 を 4 枚 から 12 枚 に増やすことのできるカラクリ～ 
   金貨の大量流出は、当時の日本の金銀比価が約 1：5 であったのに対し、外国の金銀比価が約 1：15 であったことにより起こり

ました。外国商人らは 4 枚の洋銀を日本に持って来て小判に交換し海外へ持ち出せば、洋銀 12 枚を得ることができました。 

 
  洋銀を日本へ持ち込み

日本の銀貨と交換 金貨に交換 

日本国内で銀貨を

洋銀に交換 

日本の金貨を海外で 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

●金 銀 比 価 の調 整  －金 貨の軽 量 化と金 貨 流 出の収 束 － 
万 延 の改 鋳 （1860<万 延 元 >年 ）で、金 貨 の重 さを 1/3 とした結 果 、国 内 金 銀 比 価 はようやく国 際 水 準 になり、金 貨 の大

量 流 出 は収 束 に向 かいました。そして幕 府 も巨 額 の改 鋳 益 金 を得 ました。 
 

・金 貨 流 出 を防 ぐための応 急 措 置  通 用 金 貨 の 3 倍 通 用  1860 年 1 月  

 
 
 

・万 延 の改 鋳  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

洋 銀 4 枚  天 保 一 分 銀 12 枚 天 保 小 判 3 枚 洋 銀 12 枚  

洋 銀 1 枚 ＝一 分 銀 3 枚 と交 換 可 能  
日 本 と外 国 の銀 貨 を同 種 重 量 で交 換  

一 分 銀 4 枚 ＝小 判 1 枚 と交 換 可 能
江 戸 時 代 の貨 幣 制 度 で四 分 ＝1 両

＝＝ ＝

海 外 で は 銀 に 対 す る 金 の 価 値 が 日
本 の 3 倍 もありました 

＜天 保 小 判 の増 歩 通 用 ＞ 
万 延 の改 鋳 が行 われるまでの間 、幕 府 は金 貨 流 出 を収 束 させるため、多 く流 通 していた天 保 小 判 1 両 ＝3 両 １分 2 朱

とするなど、流 通 金 貨 を約 3 倍 の価 値 で評 価 し直 すことを布 告 し、金 銀 比 価 を是 正 しました。 

金 貨 流 出 の根 を絶
つ た め に 幕 府 は 金 貨
の重 さを 3 分 の 1 とし、
金 銀 比 価 が 1：15 にな
る よ う に 鋳 造 さ れ ま し
た 。 こ れ に よ り 金 貨 の
海 外 流 出 は収 束 に向
かいました。 

通 用 停 止 となっていた慶 長 期 以
降 の 古 金 貨 は 高 品 位 で あった こ
となどから市 中 に退 蔵 されていま
した。そこで幕 府 は様 々な貨 幣 が
混 在 す る こ と に よ る 混 乱 を 防 ぎ 、
新 金 貨 の原 料 とすることなどを目
的 として、古 金 貨 を増 歩 （額 面 よ
りも割 り増 しで）回 収 しました。 

右 の資 料 は、それぞれの古 金 貨
をいくらで回 収 するかを示 した 資
料 です。 

万 延 小 判  
1860 (万 延 元 )年 発 行  

品 位 57%  

万 延 一 分 金
1860 (万 延 元 )年 発 行

品 位 57%  

万 延 二 分 金
1860 (万 延 元 )年 発 行

品 位 22%  

万 延 二 朱 金  
1860 (万 延 元 )年 発 行  

品 位 22%  

古 金 歩 増 勘 定 早 見 1860 (万 延 元 )年 4 月

（表 紙 ）

小 判 1 枚 ＝洋 銀 4 枚 と交 換 可 能  

●開 港 がもたらしたもの 
 

安 政 の五 カ国 条 約 では、金 貨 に対 する実 質 上 の補 助 貨 幣 である計 数 銀 貨 を本 位 貨 幣 として取 扱 いました。このことが金
貨 の海 外 流 出 の大 きな原 因 となりました。金 貨 流 出 への対 策 として発 行 された万 延 二 分 金 は、幕 府 財 政 の窮 乏 への対 応
のために大 量 に発 行 され、急 激 なインフレをもたらし、国 内 経 済 の大 きな混 乱 を招 き、幕 藩 体 制 を根 底 から揺 るがしました。 
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■その他の資料のご紹介 
 

当 館 では、幕 末 から明 治 初 期 にかけての貨 幣 にまつわる文 書 や錦 絵 などの資 料 を所 蔵 しています。ここでは、 

メキシコ銀貨などの外国 貨 幣について記した古文書や刷物、開港による影響や当 時の社会の様子がうかがえる 

錦 絵 を選 んでご紹 介 します。 

  

「御 触 書 之 写 」＜部 分 ＞ 1859（安 政 6）年  

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

  
  

1858(安 政 5)年 の五 カ国 との通 商 条 約 により、翌 年
6 月 に神 奈 川 ・長 崎 ・箱 館 の三 港 が開 かれました。神
奈 川 は長 崎 ・箱 館 と異 なり新 たな港 をつくらなければ
ならず、横 浜 村 をその地 としました。突 貫 工 事 でつくら
れた横 浜 港 の様 子 と開 港 にいたる経 緯 が記 されてい
ます。この 時 期 、「 御 貿 易 場 」 と 題 する様 々な 瓦 版 が
作 られました。 

五 カ国 との通 商 条 約 の中 で、貨 幣 を同 種 同 量 で交 換

することなどが定 められ、幕 府 は様 々な対 策 に追 われまし

た。 

がわかります。これは、金 貨 の海 外 流 出 を防 ぐとともに、新

しい貨 幣 発 行 のための財 源 確 保 が緊 急 の課 題 となって

いたためです。しかし、新 しい貨 幣 の発 行 はアメリカなどの

反 対 を受 け、挫 折 していくこととなります。 

「外 国 五 カ国 通 用 銀 銭 正 図 」は、幕 末 期 に出 され
た刷 物 で、諸 外 国 がアジアと の貿 易 で使 用 した銀 貨
について記 されています。内 容 は不 正 確 な点 もありま
すが、当 時 の人 々が抱 いていた外 国 への関 心 のあり
様 の一 端 を示 しています。 

「東 海 道 神 奈 川 在 横 浜  御 貿 易 場 」 
19 世 紀  [1859（安 政 6）年 頃 ] 作 者 不 詳  

1859 （ 安 政 6 ） 年 の 開
港 に よ り 、 国 内 で は 物 価
が 高 騰 し ま し た 。 こ の 絵
は、物 価 の高 騰 を、小 判
を大 将 とする貨 幣 軍 と米
俵 を大 将 とする商 品 軍 の
戦 い （ 値 段 を 負 け ろ 、 負
けぬの戦 ）として描 いてい
ます。 

絵 の中 の貨 幣 を見 てい
く と 、 右 端 に は 洋 装 の 外
国 貨 幣 や ３ 種 類 の 寛 永
通 宝 が 描 か れ て い る な
ど 、 当 時 の 複 雑 な 貨 幣
事 情 がうかがわれます。 

「賣 買 大 合 戦 」  1861（文 久 元 ）年  一 恵 斎 芳 幾  

「外 国 五 カ国 通 用 銀 銭 正 図 」 
19 世 紀  

（例  天 保 小 判 1 両 は 1 両 一 分 で取 り替 える）

・ 開 港 するにあたり外 国 の金 銀 貨 が日 本 国 内 でそのま
ま通 用 することとし、金 貨 は金 貨 、銀 貨 は銀 貨 それぞ
れ同 種 同 量 で通 用 することが定 められたため、（6 月 の
開 港 直 前 に金 銀 比 価 を国 際 標 準 に近 づけた新 貨 幣
として）安 政 小 判 ・一 分 金 ・二 朱 銀 を発 行 すること 

・  旧 金 貨 に つ い て は 増 歩 回 収 （ プ レ ミ ア を つ け て の 引
替 ）を指 示 して、旧 貨 幣 の回 収 の督 促 をしたこと 

1859（安 政 6）年 5 月 に幕 府 から出 された触 書 から、 
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1863（文久 3）年、横浜に
開設されたイギリスのチャー
タ ー ド ・ マ ー カ ン タ イ ル 銀
行 の建 物 が描 かれていま
す。絵 の門 扉 に「両 替 」と
あるように、外 国 貨 幣 との
両 替 を業 務 としていたこと
がわかります。 

横 浜 には 1860 年 代 を
通 じて外 国 銀 行 が次 々と
進 出 し ま し た 。 こ う し た 外
国 銀 行 は 、 外 国 為 替 業
務 を主 要 業 務 としながら、
発 券 業 務 も 行 っ て い ま し
た。 

横 浜 村 に開 港 場 をつく
ることにした幕 府 は、1859
（安 政 6）年 、波 止 場 など
の建 設 を始 めるとともに、
沼 地 を 埋 め 立 て 、 遊 女
町 をつくることとしました。

中 でも大 規 模 で壮 麗 な
建 築 であった岩 亀 楼 は、
品 川 宿 旅 籠 屋 佐 吉 によっ
て経 営 され、横 浜 名 物 の
ひ と つ と な り ま し た 。 楼 内
で遊 びに興 じる外 国 人 の
姿が多く描かれています。

＜横 浜 浮 世 絵＞ 
 

1859（安 政 6）年 に開 港 すると、人 々の好 奇 心 から外 国 人 の風 俗 を描 く対 象 とした浮 世 絵 が多 く刊 行 されました。現 在 で
はこの種 の絵 画 を総 称 して横 浜 浮 世 絵 あるいは横 浜 絵 と呼 ばれ、当 時 活 躍 していた絵 師 のほとんどが描 いています。描 か
れた対 象 は開 港 場 横 浜 を中 心 にして起 きた事 象 、町 並 み、建 築 などでした。 

「横 浜 港 崎 廓 岩 亀 楼 異 人 遊 興 之 図 」 19 世 紀 ［1861（文 久 元 ）年 ］一 川 芳 員  

「横 濱 繁 栄 之 図 」  1865（慶 応 元 ）年  二 代 広 重  
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